
 

 

新
旧
対
照
表

 

釧
路
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業
実
施
要
綱

 

改
正
後
（
新
）

 
現
 
 
行
（
旧
）
 

第
1
条
～
第
６
条
 
略
 

 （
職
員
体
制
等
）

 

第
７
条

 
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
事
業
を
統
括
す
る
管
理
責
任
者
（
以
下
「
セ

ン
タ
ー
長
」
と
い
う
。
）
を
置
く
と
と
も
に
、
原
則
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事

す
る
次
の
常
勤
・
専
従
職
員
を
各
１
名
以
上
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)
 
保
健
師
又
は
地
域
ケ
ア
、
地
域
保
健
等
に
関
し
経
験
が
あ
り
、
か
つ
地

域
に
在
住
す
る
高
齢
者
を
対
象
に
、
健
康
の
維
持
・
増
進
や
、
介
護
予
防
、

疾
病
予
防
等
を
目
的
と
し
た
業
務
（
健
康
相
談
や
講
話
等
）
に
１
年
以
上
従

事
し
た
看
護
師
 

(2
)
 
社
会
福
祉
士
又
は
福
祉
事
務
所
に
お
け
る
現
業
事
務
に
通
算
し
て
５
年

以
上
ま
た
は
介
護
支
援
専
門
員
の
業
務
に
通
算
し
て
３
年
以
上
従
事
し
た

経
験
を
有
し
、
か
つ
高
齢
者
の
保
健
又
は
福
祉
に
関
す
る
相
談
等
の
業
務
に

３
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

 

(3
)
 
主
任
介
護
支
援
専
門
員
又
は
下
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 

一
 
「
介
護
支
援
専
門
員
資
質
向
上
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」（

平
成

18
 
年

６
月

15
 日

老
発
第

06
15
00
1 
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
長
通
知
）
に
よ
る
廃

止
前
の
「
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
リ
ー
ダ
ー
活
動
等
支
援
事
業
の
実
施
及
び
推

進
に
つ
い
て
」（
平
成

14
 年

４
月

24
 
日
付
け
老
発
第

04
24
00
3 
号
厚
生
労

働
省
老
健
局
長
通
知
）
に
基
づ
く
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
リ
ー
ダ
ー
研
修
を
修

了
し
た
者
で
あ
っ
て
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
の
実
務
経
験
を
有
し
、
か

つ
、
介
護
支
援
専
門
員
の
相
談
対
応
や
地
域
の
介
護
支
援
専
門
員
へ
の
支
援

第
1
条
～
第
６
条
 
略
 

 （
職
員
体
制
等
）

 

第
７
条
 
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
事
業
を
統
括
す
る
管
理
責
任
者
（
以
下
「
セ

ン
タ
ー
長
」
と
い
う
。
）
を
置
く
と
と
も
に
、
原
則
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事

す
る
次
の
常
勤
・
専
従
職
員
を
各
１
名
以
上
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)
 
保
健
師
又
は
地
域
ケ
ア
、
地
域
保
健
等
に
関
し
経
験
が
あ
り
、
か
つ
地

域
に
在
住
す
る
高
齢
者
を
対
象
に
、
健
康
の
維
持
・
増
進
や
、
介
護
予
防
、

疾
病
予
防
等
を
目
的
と
し
た
業
務
（
健
康
相
談
や
講
話
等
）
に
１
年
以
上
従

事
し
た
看
護
師
 

(2
)
 
社
会
福
祉
士
又
は
福
祉
事
務
所
に
お
け
る
現
業
事
務
に
通
算
し
て
５
年

以
上
ま
た
は
介
護
支
援
専
門
員
の
業
務
に
通
算
し
て
３
年
以
上
従
事
し
た

経
験
を
有
し
、
か
つ
高
齢
者
の
保
健
又
は
福
祉
に
関
す
る
相
談
等
の
業
務
に

３
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(3
) 

主
任
介
護
支
援
専
門
員

 

       

資
料
６
－
１
 



 

 

等
に
関
す
る
知
識
及
び
能
力
を
有
し
て
い
る
者

 

二
 
セ
ン
タ
ー
が
育
成
計
画
を
策
定
し
て
お
り
、
セ
ン
タ
ー
に
現
に
従
事
す
る

主
任
介
護
支
援
専
門
員
の
助
言
の
も
と
、
将
来
的
な
主
任
介
護
支
援
専
門
員

研
修
の
受
講
を
目
指
す
介
護
支
援
専
門
員
で
あ
っ
て
、
介
護
支
援
専
門
員
と

し
て
従
事
し
た
期
間
が
通
算
５
年
以
上
で
あ
る
者

 

こ
こ
で
い
う
育
成
計
画
に
つ
い
て
は
、
様
式
の
定
め
は
な
い
が
、
次
の
内
容

を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
育
成
計
画
を
策
定
し
た
際
は
、
市
町
村
に
報

告
す
る
こ
と
。
 

ア
 
主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修
の
受
講
予
定
日

 

イ
 
助
言
を
行
う
主
任
介
護
支
援
専
門
員
（
以
下
「
助
言
担
当
者
」
と
い
う
。）

の
氏
名
（
複
数
の
セ
ン
タ
ー
の
担
当
す
る
区
域
の
第
１
号
被
保
険
者
数
を

合
算
し
た
場
合
に
お
い
て
、
助
言
担
当
者
と
二
の
者
が
従
事
す
る
セ
ン
タ

ー
が
別
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
助
言
担
当
者
が
従
事
す
る
セ
ン
タ
ー
の
名

称
及
び
所
在
地
）
 

ウ
 
助
言
担
当
者
が
行
う
主
任
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
必
要
な
知
識
や
技

術
を
修
得
す
る
た
め
の
支
援
等
の
内
容
（
定
期
的
な
面
談
、
同
行
訪
問
の

実
施
、
当
該
職
員
が
担
当
す
る
ケ
ー
ス
に
関
す
る
検
討
・
振
り
返
り
等
）

 

 
(4
)
 
事
務
職
員
は
原
則
、
常
勤
・
専
従
と
す
る
が
短
時
間
か
つ
事
務
職
と
し

て
の
業
務
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
他
の
業
務
と
の
兼
務
を
要
す
る
場
合
等
に

は
市
と
協
議
す
る
こ
と

 

(5
)
 
介
護
予
防
支
援
業
務
の
専
従
と
す
る
介
護
支
援
専
門
員
を
、
1
人
以
上
配

置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
業
務
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
包
括
的
支
援
業
務
に
携

わ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る

 

２
 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
専
門
職
員
に
つ
い
て
は
、
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
し
て

実
施
す
る
事
業
（
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
を
含
む
。
）
以
外
の
事
業
等
を
兼

務
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
各
職
種
複
数
配
置
の
場
合
、
前
項
に
該

当
す
る
職
員
以
外
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

３
 
セ
ン
タ
ー
長
は
、
常
勤
の
職
員
ま
た
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
管

                

 
(4
)
 
事
務
職
員
は
原
則
、
常
勤
・
専
従
と
す
る
が
短
時
間
か
つ
事
務
職
と
し

て
の
業
務
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
他
の
業
務
と
の
兼
務
を
要
す
る
場
合
等
に

は
市
と
協
議
す
る
こ
と
 

(5
) 

介
護
予
防
支
援
業
務
の
専
従
と
す
る
介
護
支
援
専
門
員
を
、
1
人
以
上
配

置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
業
務
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
包
括
的
支
援
業
務
に
携

わ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る

 

２
 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
専
門
職
員
に
つ
い
て
は
、
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
し
て

実
施
す
る
事
業
（
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
を
含
む
。
）
以
外
の
事
業
等
を
兼

務
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
各
職
種
複
数
配
置
の
場
合
、
前
項
に
該

当
す
る
職
員
以
外
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

３
 
セ
ン
タ
ー
長
は
、
常
勤
の
職
員
ま
た
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
管

理
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
阿
寒
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
音
別
地
域
包
括



 

 

理
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
阿
寒
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
音
別
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 

４
 
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
は
、
第
１
項
に
掲
げ
る
職
員
に
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
職
員
研
修
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
圏
域
の
第
一
号
被
保
険
者
の
数
が
お
お
む
ね

6,
00
0
人
以
上
の
場
合
は
、
第
一
号
被
保
険
者
の
数
が
お
お
む
ね

2,
00
0
人
ま

で
増
加
す
る
ご
と
に
、
当
該
年
度
に
お
い
て
第
１
項
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ

か
１
人
を
追
加
で
配
置
す
る
。
 

６
 
職
員
が
産
休
・
育
休
、
退
職
等
で
欠
員
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
欠

員
の
解
消
に
努
め
る
こ
と
。
尚
、
欠
員
解
消
が
困
難
な
場
合
に
は
、
指
定
介
護
予

防
支
援
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
の
増
員
や
法
人
内
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
所
等
へ
の
介
護
予
防
支
援
及
び
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
委
託
件
数
の

増
加
等
に
よ
り
対
処
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

 

第
８
条
～
第

15
条
 
略
 

 

附
 
則
 

こ
の
要
綱
は
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

附
 
則
 

こ
の
要
綱
は
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

 

支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 

４
 
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
は
、
第
１
項
に
掲
げ
る
職
員
に
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
職
員
研
修
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
圏
域
の
第
一
号
被
保
険
者
の
数
が
お
お
む
ね

6,
00
0
人
以
上
の
場
合
は
、
第
一
号
被
保
険
者
の
数
が
お
お
む
ね

2,
00
0
人
ま

で
増
加
す
る
ご
と
に
、
当
該
年
度
に
お
い
て
第
１
項
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ

か
１
人
を
追
加
で
配
置
す
る
。

 

６
 
職
員
が
産
休
・
育
休
、
退
職
等
で
欠
員
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
欠

員
の
解
消
に
努
め
る
こ
と
。
尚
、
欠
員
解
消
が
困
難
な
場
合
に
は
、
指
定
介
護
予

防
支
援
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
の
増
員
や
法
人
内
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
所
等
へ
の
介
護
予
防
支
援
及
び
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
委
託
件
数
の

増
加
等
に
よ
り
対
処
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

 

第
８
条
～
第

15
条
 
略
 

 

附
 
則
 

こ
の
要
綱
は
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

 


